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黒
潮
町
で
は
、「
人
権
文
化
豊

か
な
ま
ち
づ
く
り
」
を
推
進
す
る

た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

 
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
今
年
度

も
「
黒
潮
町
人
権
教
育
推
進
講
座
」

を
開
催
し
ま
す
。

　
「
差
別
の
な
い
明
る
い
黒
潮
町

を
め
ざ
し
て
地
域
ぐ
る
み
の
人
権

教
育
を
推
進
す
る
た
め
に
、
人
権

教
育
の
講
座
を
計
画
的
、
系
統
的

に
実
施
し
、
人
と
人
と
の
つ
な
が

り
を
大
切
に
で
き
る
、
地
域
に
根

ざ
し
た
指
導
者
を
育
成
す
る
」
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
５
つ
の
講
座

を
１０
月
か
ら
毎
月
１
回
（
第
２
木

曜
日
）
の
予
定
で
、
広
く
住
民
の

方
々
か
ら
受
講
生
を
募
集
し
ま
す
。

【
講
座
内
容
】

・
第
1
講
座

　
「
人
権
・
同
和
教
育
入
門
」

＊
歴
史
に
つ
い
て
学
ぼ
う

・
第
2
講
座

　
「
差
別
の
現
状
に
つ
い
て
」

＊
差
別
は
今
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

・
第
3
講
座

　
「
私
た
ち
の
暮
ら
し
と
人
権
」

＊
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
 

ほ
か

・
第
4
講
座

　
「
す
べ
て
の
人
権
課
題
」

＊
高
齢
者
疑
似
体
験
 

ほ
か

・
第
5
講
座

　
「
い
ま
、
人
権
は
…
」

＊
こ
れ
か
ら
、
ど
う
行
動
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か

【
募
集
人
員
】
４０
人（
限
定
）

【
申
込
期
日
】
9
月
２８
日（
金
）

【
会
場
予
定
】

・
ふ
る
さ
と
総
合
セ
ン
タ
ー（
入
野
）

・
黒
潮
町
総
合
セ
ン
タ
ー（
佐
賀
）

　
こ
れ
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
な
「
人

権
教
育
・
人
権
啓
発
」
の
取
り
組

み
を
計
画
し
て
い
き
ま
す
が
、
私

た
ち
が
共
に
生
き
て
い
く
こ
の
黒

潮
町
を
、
す
べ
て
の
人
の
人
権
が

あ
た
り
ま
え
に
尊
重
さ
れ
る
、
真

に
「
人
権
文
化
」
に
満
ち
あ
ふ
れ

た
町
と
す
る
た
め
に
も
、
町
民
の

皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
人
権
教
育
推
進
講
座
の
詳
し
い

募
集
要
項
お
よ
び
受
講
の
申
し
込

み
な
ど
に
つ
い
て
は
左
記
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所 

住
民
課 

人
権
係

　
蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　
教
育
委
員
会 

佐
賀
生
涯
人
権
教
育
係

　
蕁
５
５
―
３
１
９
０（
直
通
）

　
公
証
制
度
と
は
、
一
言
で
い
う

と
、
不
動
産
の
売
買
・
金
銭
の
貸

し
借
り
な
ど
の
重
要
な
契
約
を
交

わ
し
た
り
、
遺
言
を
さ
れ
た
り
す

る
際
、
法
務
大
臣
の
任
命
す
る
公

証
人
に
依
頼
し
て
、
法
的
に
特
別

の
証
拠
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
文

書
（
公
正
証
書
）
を
作
成
す
る
こ

と
に
よ
り
、
後
日
の
ト
ラ
ブ
ル
防

止
と
取
引
や
財
産
の
安
全
の
確
保

を
図
ろ
う
と
す
る
制
度
で
す
。

　
そ
こ
で
、公
正
証
書
の
作
成
方
法

や
利
点
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
信
用
さ

れ
る
、
公
正
証
書

　
公
証
役
場
は
、
法
務
大
臣
に
任

命
さ
れ
た
公
証
人
が
、
そ
の
権
限

に
基
づ
い
て
公
正
証
書
を
作
成
す

る
と
こ
ろ
で
す
。

　
公
正
証
書
に
は
、
次
の
よ
う
な

利
点
が
あ
り
ま
す
。

１
、
国
の
機
関
に
準
ず
る
公
証
人

が
作
成
す
る
文
書
で
す
の
で
、

裁
判
そ
の
他
の
面
で
極
め
て

強
い
証
拠
力
が
認
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

２
、
公
正
証
書
の
内
容
に
つ
い
て

の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
、
原
本

は
公
証
役
場
の
書
庫
に
厳
重

に
保
管
さ
れ
ま
す
か
ら
、
紛

失
お
よ
び
改
ざ
ん
の
心
配
は

あ
り
ま
せ
ん
。

３
、
金
銭
の
支
払
契
約
で
強
制
執

行
の
条
項
を
設
け
て
い
る
場

合
に
は
、
そ
の
公
正
証
書
で

相
手
の
財
産
に
対
し
て
強
制

執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
つ
ま
り
、
相
手
が
支
払

の
約
束
に
違
反
し
た
場
合
に

は
、
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
な

く
相
手
方
の
動
産
・
不
動
産
・

給
料
な
ど
各
種
の
財
産
を
差

し
押
さ
え
、
債
権
を
取
り
立

て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
配
当
要
求
を
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

４
、
遺
言
公
正
証
書
に
は
自
筆
遺

言
証
書
と
違
い
、
遺
言
者
の

死
亡
後
、
家
庭
裁
判
所
の
検

認
を
受
け
る
こ
と
な
く
直
ち

に
不
動
産
登
記
な
ど
、
記
載

の
内
容
を
実
現
す
る
効
力
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

遺
産
分
割
に
際
し
て
各
相
続

人
間
の
骨
肉
の
争
い
を
未
然

に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
遺
言
・
任
意
後
見
契
約
・
離
婚

の
際
の
養
育
料
な
ど
の
契
約
・
賃

貸
借
契
約
・
売
買
契
約
な
ど
に
つ

い
て
の
公
正
証
書
の
作
成
な
ど
に

関
す
る
無
料
公
証
相
談
（
電
話
相

談
を
含
み
ま
す
）
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
　

　
１０
月
６
日（
土
）
７
日（
日
）

・
午
前

１０
時
〜
正
午
ま
で

・
午
後
１
時
〜
午
後
４
時
ま
で

場
所

　
高
知
合
同
公
証
役
場

　
高
知
市
本
町
１
―
１
―
３

　
朝
日
生
命
高
知
本
町
ビ
ル
３
階

　（
中
央
公
園
西
、
堀
詰
電
停
北
）

＊
公
証
相
談
は
、
土
曜
・
日
曜
・

祝
日
を
除
く
毎
日
（
た
だ
し
、

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
昼

休
み
を
除
く
）
の
平
常
の
勤
務

に
お
い
て
も
無
料
で
行
っ
て
い

ま
す
。

○
相
談
・
お
問
い
合
わ
せ

　
蕁
０
８
８
―
８
２
３
―
８
６
０
１

　
蕁
０
８
８
―
８
２
４
―
８
４
２
７

　
蕁
０
８
８
―
８
７
２
―
４
７
６
４

　
蕭
０
８
８
―
８
７
２
―
４
７
３
６

　
蕭
０
８
８
―
８
２
２
―
３
６
３
０

「
人
権
教
育
推
進
講
座
」の

受
講
生
を
募
集
し
ま
す

無
料
公
証
相
談

ご
存
じ
で
す
か
 

公
証
制
度

「
公
証
週
間
」―
10
月
1
日
〜
7
日
―

無
料
相
談


